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総合特区に係る税制上の支援措置の概要

○ 特別償却又は投資税額控除

○ 所得控除

特区内で、指定法人が認定国際戦略総合特区計画に定められた事業を行うために、設備等を取得してその事業の用に
供した場合に、特別償却又は税額控除ができる制度。

専ら特区内で認定国際戦略総合特区計画に定められた事業を実施する指定特定事業法人について、その事業による所
得の金額の20％を課税所得から控除できる制度。

・ 法人指定の期限：平成26年３月31日
・ 対象設備：機械・装置（２千万円以上）、開発研究用器具・備品（１千万円以上）、建物・付属設備・構築物（１億円以上）
・ 特別償却の割合：取得価額の50％（建物等25％）
・ 税額控除の割合：取得価額の15％（建物等８％） （当期法人税額の20％を限度とし、限度超過額は１年間繰越控除可）
・ 設備等取得の期間：法人指定の日から平成26年３月31日まで

・ 法人指定の期限：平成26年３月31日
・ 適用期間：法人指定の日から５年を経過する日までの期間内に終了する事業年度
・ 主な要件：規制の特例措置等の適用、地方公共団体がその事業を行う法人の経済的負担を軽減するための措置実施

～下記の措置の選択適用～１ 国際戦略総合特区（法人税）

○ 出資に係る所得控除

社会的課題解決に資する事業（ソーシャルビジネス等）を行う中小企業に対して個人が出資した場合に、当該個人の投資
した年分の総所得金額等から一定額を控除できる制度。

・ 控除額：取得に要した金額（１千万円限度）と総所得金額等の40％に相当する金額のいずれか少ない金額から２千円を控
除した額

・ 会社指定の期限：平成26年３月31日
・ 適用期間：会社指定の日から３年間

２ 地域活性化総合特区（所得税）

（基本方針第五の２、３）
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国際戦略総合特区における
特例措置（法人税）
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● 国際戦略総合特区協議会を構成する法人であること
● 特定国際戦略事業を行うことについて、適切かつ確実な計画（指定法人事業実施計画）を有すると認められること
● 指定法人事業実施計画が認定国際戦略総合特区計画に適合するものであること
● 特定国際戦略事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
● 特定国際戦略事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること
※統括事業を実施する法人については、追加要件あり。施行規則第15条第１項第６号及び第２項～第４項参照

付 加 要 件

● 専ら国際戦略総合特区内において特定国際戦略事業（地方公共団体がその事業に係る経済的負担の軽減を図る
ための措置を講ずるものであって、規制の特例措置等の適用を受けるものに限る。）を行う法人であること（法第27条第１項）

● 次のいずれかに該当する法人であること （法第27条第１項各号及び施行規則第18条第２号）

① 国際戦略総合特区の区域指定の日以後に、新たに設立された新設法人
② 国際戦略総合特区計画の認定の日以後に、特定国際戦略事業の用に供する機械・建物等への一定の設備投資（毎年度１

億円以上又は計画期間内の総額５億円以上）を行う既存法人
●国際戦略総合特区内のみに事務所、工場、研究所その他これらに類する施設を有する法人であること（施行規則第18条第１号）

● 特定国際戦略事業について、指定以前より営む他の事業と区分して経理すること（施行規則第18条第８号）

● 全国展開された規制の特例措置の適用を受けて特定国際戦略事業を行おうとする場合は、次のすべてに該当する法人であ
ること（施行規則第18条第９号）

① 全国展開された規制の特例措置の整備について、国際戦略総合特区協議会に提案するよう、地方公共団体に対して要請
を行った法人又はその法人の完全子会社であって、その特例措置ごとに告示で定めたものであること

② 一定の設備投資（毎年度２億円以上又は計画期間内の総額10億円以上）を行う法人であること
③ 一定の雇用（指定後３年未満の段階で毎年度10名以上、指定後３年以上の段階で毎年度20名以上を新規雇用）を行う法

人であること
④ 全国展開された規制の特例措置の適用を受けて行う特定国際戦略事業にかかる指定が、全国展開された規制の特例措
置を実施するために制定、改正又は廃止される法令の施行の日から起算して２年以内に行われることが確実であること

※統括事業を実施する法人については、追加要件あり。施行規則第18条第１項第10号及び第２項～第４項参照

法人税に係る特例を受けるための指定要件

特 別 償 却 ・ 投 資 税 額 控 除 指定法人

所 得 控 除 指定特定事業法人

（施行規則第15条・第18条）

特別償却・投資税額控除：施行規則第15条第1号～第5号
所得控除：施行規則第18条第3号～第7号
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●法人の行う特定国際戦略事業が記載されている国際戦略総合特区計画を地方公共団体
が作成し、認定申請を行います。認定基準に適合しているものと認められるときは、
内閣総理大臣はその認定を行います。（法第12条第1項及び第10項）

●認定国際戦略総合特区計画に記載されている特定国際戦略事業を行う法人からの指定の
申請に基づき、認定地方公共団体は、指定要件を満たしているものを、特定国際戦略事業
を行う法人として指定します。（法第26条第1項、第27条第1項、施行規則第15条、第18条）

●認定地方公共団体から指定を受けた法人は、指定に係る特定国際戦略事業の実施状
況報告書を、事業年度終了後一月以内に当該地方公共団体に提出します。
（法第26条第2項、第27条第2項）

●指定を受けた法人が当該指定に係る特定国際戦略事業を適切に実施していると認められ
る場合、実施状況等の報告を受けた地方公共団体は、その報告を受けた日から原則一月
以内に、当該法人に対して認定書を発行します。（施行規則第16条第2項、第19条第2項）

総合特区税制（法人税）の流れ

①国際戦略総合特区計画の認定

②地方公共団体による法人指定

③法人による事業の実施状況報告

④地方公共団体による認定書の発行

確 定 申 告
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法人の指定（指定書の交付）
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府
国際戦略総合特区計画

の認定

国際戦略総合特区計画
の認定申請

認
定
申
請

計
画
認
定

随

時

申
請
受
理
後

１
ヶ
月
以
内

１

２

国際戦略総合特区計画の「認定申請」から「法人指定」までの手続き（施行規則第17条、第20条）

３

４

※ 上記の手続きを進めるに当たり、内閣府、地方公共団体、指定法人との間で必要な調整を実施。

○指定書の様式（別記様式第２の６、第３の６）
○指定の有効期間を付す。
※「指定法人」は指定の日から起算して３年を超えない範囲内、「指定特定事業法人」にあっ

ては指定の日から起算して５年を超えない範囲内。
○指定をしないこととしたときは、その旨及び理由を通知（別記様式第２の７、第３の７）

○指定申請書等の様式（指定申請書：別記様式第２の４、第３の４）
（要件に該当する旨の宣言書：別記様式第２の５、第３の５）
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「法人指定」から「確定申告」までの手続き（施行規則第16条、第17条、第19条、第20条）
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２

１

税
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※ 上記の手続きを進めるに当たり、内閣府、地方公共団体、指定法人との間で必要な調整を実施。

事業の実施状況に係る認定（認定書の交付）３
事業を適切に実施して
いると認められる場合

○指定書の様式（別記様式第２の６、第３の６）
○指定の有効期間を付す。
※「指定法人」は指定の日から起算して３年を超えない範囲内、「指定特定事業法人」にあっ

ては指定の日から起算して５年を超えない範囲内。
○指定をしないこととしたときは、その旨及び理由を通知（別記様式第２の７、第３の７）

○認定書の様式（別記様式第２の２、第３の２） ○認定をしないときは、その旨及び理由を通知
（別記様式第２の３）

○実施状況報告書の様式（別記様式第２の１、第３の１）

原
則
、
事
業
年
度

終
了
後
２
ヶ
月
以
内
に

確
定
申
告

○添付書類は、租税特別措置法（第42条の11、第60条の2、第68条の15、
第68条の63の2）参照

6



地域活性化総合特区における
特例措置（所得税）
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●会社の行う特定地域活性化事業が記載されている地域活性化総合特区計画を地方公共団体が
作成し、認定申請を行います。認定基準に適合しているものと認められるときは、内閣総理大臣は
その認定を行います。（法第35条第1項及び第10項）

●認定地域活性化総合特区計画に記載されている特定地域活性化事業を行う会社からの指定の
申請に基づき、認定地方公共団体は、指定要件を満たしているものを、特定地域活性化事業を行う
会社として指定します。（法第55条第１項、施行規則第33条）

●指定会社は、指定に係る特定地域活性化事業の実施状況報告書を、事業年度終了後一月以内
に、認定地方公共団体に報告します。（法第55条第2項、施行規則第34条第1項）

●指定会社が当該指定に係る特定地域活性化事業を適切に実施していると認められる場合、実施
状況等の報告を受けた地方公共団体は、その報告を受けた日から原則一月以内に、指定会社に
対して認定書を発行します。（施行規則第34条第2項）

●認定地方公共団体から指定を受けた会社は、個人からの金銭による払込みを受ける前に、株式
投資契約の締結状況について、認定地方公共団体に報告を行います。（施行規則第36条第1項）

●認定地方公共団体は、指定会社から個人との株式投資契約の締結状況について報告を受け、
特定地域活性化事業が適切に実施される見込みであると認められるときは、指定会社に対して
認定書を交付します。（施行規則第36条第3項）

●指定会社は、特定地域活性化事業の実施に係る認定書の交付を認定地方公共団体から受けた
ときは、払込みによる株式投資をしようとする個人に対して、当該認定書の交付を受けた旨を証する
書面（認定書交付証明書）を交付します。（施行規則第36条第5項）

●指定会社は、特定地域活性化事業の実施に係る認定書の交付を認定地方公共団体から受けた
ときは、払込みにより株式を取得した個人に対して、当該認定書の交付を受けた旨を証する書面を
交付します。（施行規則第34条第4項）

●認定書交付証明書の交付を受けた個人が、当該書面を交付した指定会社の株式を払込みにより
取得した場合には、当該書面の交付をした指定会社は、その発行する株式を払込みにより取得した
個人ごとに申請書一通を認定地方公共団体の長に提出します。（施行規則第36条第6項）

●認定地方公共団体の長は、払込確認申請書提出を受けた日から原則として一月以内に、指定会社
に対して、同項の個人ごとの確認書を発行します。（施行規則第36条第8項）

総合特区税制（所得税）の流れ

①地域活性化総合特区計画の認定

②地方公共団体による会社指定

③株式投資契約の締結状況報告

④地方公共団体による認定書の交付

⑤指定会社による認定書交付証明書の交付

個人による株式の取得

⑥指定会社による払込確認の申請

⑦地方公共団体による確認書の交付

⑧指定会社による事業の実施状況報告

⑨地方公共団体による認定書の交付

⑩指定会社による書面の交付

確 定 申 告
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● 地域活性化総合特区協議会を構成する法人であること

● 特定地域活性化事業を行うことについて、適切かつ確実な計画（指定会社事業実施計画）を有すると認められること

● 事業計画が認定地域活性化総合特区計画に適合するものであること

● 中小企業基本法第２条第１項各号に掲げる「中小企業」であって、次のいずれかに該当する会社であること

① 地域活性化総合特区計画の認定日が最初の事業年度に属している法人、又は同計画の認定日において最初の事業
年度が開始していない法人
： 特定地域活性化事業に従事する者が２名以上であり、かつ、総従業員（常勤の役員を含む）に占める割合が

５０％以上であること
② 地域活性化総合特区計画の認定日において、最初の事業年度が終了している法人（次のすべてを満たすもの）
：（ⅰ）特定地域活性化事業の実施に必要な資金の額を直前期の営業費用の額で除して計算した割合が５０％以上

であること
（ⅱ）特定地域活性化事業に従事する者が２名以上であり、かつ、総従業員（常勤の役員を含む）に占める割合

が５０％以上であること
（ⅲ）直前期の売上高に占める営業利益の割合が２％以下であること

● 特定の株主グループが保有している株式の合計数が、発行済株式の総数の5/6を超えないこと

● 金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社
でないこと

● 大規模法人（資本金１億円超等）及び当該大規模法人と特殊な関係（子会社等）にある法人の所有に属さないこと

● 風俗営業等を行うものでないこと

所得税に係る特例を受けるための指定要件 （施行規則第33条）
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地域活性化総合特区計画
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計
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認
定

随

時

申
請
受
理
後

１
ヶ
月
以
内

１

２

「地域活性化総合特区計画の認定申請」から「会社指定」までの手続き（施行規則第33条、第35条）

３

４

※上記の手続きを進めるに当たり、内閣府、地方公共団体、指定会社との間で必要な調整を実施。

○指定書の様式（別記様式第６の６）
○指定しないこととしたときは、その旨及び理由を通知（別記様式第６の７）

○指定申請書等の様式 （指定申請書：別記様式第６の４）
（要件に該当する旨の宣言書：別記様式第６の５）
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「会社指定」から「確定申告」までの手続き（施行規則第34条、第36条）

会社の指定（指定書の交付）

会
社
の

指
定 １

個

人

株式投資契約の締結２

随

時

株式投資契約の締結状況報告３

事業が適切に実施される見込み
であることの認定（認定書の交付第36条第3項）４認定書交付証明書（第36条第5項）５

金銭の払込み

事業の実施状況報告（法第55条第２項）９

事業の実施状況に係る確認
（認定書の交付）１０

事
業
年
度
終
了

後
１
ヶ
月
以
内
に

実
施
状
況
報
告

報
告
書
提
出
後

１
ヶ
月
以
内
に

証
明
書
交
付 認定書の交付を受けた旨を

証する書面の交付１１

確
認
申
請
後

1
ヶ
月
以
内
に

確
認
書
交
付

確定申告 ※ 上記の手続きを進めるに当たり、内閣府、地方公共団体、
指定会社との間で必要な調整を実施。

個人ごとの払込みによる
株式取得の確認申請７

個人ごとの払込みの確認
（確認書の交付）８

地

方

公

共

団

体

特
定
地
域
活
性
化
事
業
の
実
施
会
社

⑧の確認書原本を
個人投資家に送付

６

１２ 税務署

○認定書の様式（別記様式第６の２）
※認定書の交付を行わないこととした場合はその旨
及び理由を通知（別記様式６の３）

○実施状況報告書の様式（別記様式第６の１）

○申請様式（別記様式第６の13）
※払込みの確認を行わないこととした場合は
その旨及び理由を通知（別記様式６の14）。

○申請様式（別記様式第６の1２）

○認定書の様式（別記様式第６の１０）
※認定を行わないこととした場合はその旨
及び理由を通知（別記様式６の１１）

原
則
、
事
業
年
度

終
了
後
２
ヶ
月

以
内
に
確
定
申
告

○報告書の様式（別記様式第６の８）

○添付書類は、租税特別措置法（法第41条の19、施行令第26条の28の3、
施行規則第19条の11）参照 11


